
資料９（文部科学省・厚生労働省提出資料）

指 摘 事 項 現 状 ・ 対 応 の 考 え 方

《行政等窓口関係》
→運用改善へ向け努力提出書類が教育関係部署、児童福祉関係部

署の双方から届く。また重複も多い。窓口 都道府県、市町村に対しては認定こども園に関する窓口の一本化をお願いしているとこ
の一本化とともに、書類の集約化や簡素化 ろ。引き続き窓口の一本化の取組を推進する。また、今後、どのような書類が重複して

、 。などの工夫が必要ではないか。 いるのかなど実態も把握しつつ 認定こども園の負担軽減を図るべく検討を行っていく

→運用改善へ向け努力認定を行う都道府県と施設が所在している
市町村の間の連携が必ずしも図られていな 都道府県、市町村に対し、相互の連携が図られるようお願いしているところであり、引
い場合もあると聞く。また、認定こども園 き続き啓発を図っていく。また、認定こども園制度の普及促進、理解促進のための取組
制度に関する行政の知識が十分ではないケ も継続して行っていく。
ースも。

《監査関係》
→運用改善へ向け努力幼稚園と保育園のそれぞれに監査があり、

また、認定こども園の指導検査もある。一 都道府県、市町村に対しては監査スケジュールを調整して合同で行うなどの取組をお願
つの園で３つの監査を受けるのは負担が掛 いしてきたが、さらに認定こども園の負担軽減を図るべく検討を行っていく。
かりすぎる。

《職員配置、職員資格》
→検討課題として認識長時間保育については幼稚園教諭ではなく

保育士を配置（常置２名）しなければなら ０～２歳及び長時間の保育については、養護的な側面からの対応が必要であり、保育士
ないとされているが、認定こども園の特性 の資格を有する者によって行われることが原則となっているが、幼稚園型又は地方裁量
にかんがみ、この取り扱いを弾力化できな 型の認定こども園の場合は、保育士の確保が難しい場合、保育士資格の取得を目指して
いのか いる幼稚園教諭であれば長時間保育に当たることを例外的に認めている。質の確保の観

認定こども園を推進するための課題（田村委員提出資料）について

認定こども園は、就学前の子どもに教育・保育を一体的に行う機能とともに、地域における子育て支援を行
う機能を、広く子ども、保護者、地域に提供。認定こども園制度の一層の促進を図るため、以下のような課
題も含め、改善方策や支援方策について検討していく。



（幼稚園型、地方裁量型こども園について 点も考慮しつつ、検討課題としていく。
は特例あり） なお、既に、幼稚園教諭及び保育士双方の資格を有する者が７～８割にのぼっており、

新規採用者では８～９割を占めている。国としては、資格の併有促進に努めていく。

《物品の問題》
→地方自治体の判断で対応可能午睡時の布団に関して幼稚園は布団代を集

めたり布団持参ができるが、保育所は園で 保育所において布団代の徴収や布団の用意をするかどうか等については、保育の実施責
用意すべきとの指導があった 園としては 任を有する自治体の判断による。なお、国においては徴収の可・不可等について示して。 、
どの子ども達も同じようにしていきたい。 いない。

《入所決定時期》
→運用改善へ向け努力保育園児の入所決定は、市町村との調整が

必要なことから、幼稚園児と比べて時期が 認定こども園を構成する私立保育所は利用者と施設の直接契約方式となるため、早期の
遅れてしまう。市町村において、例えば段 入所決定は可能。なお、認定こども園に限らず、一般の保育所も含め、保育所における
階的に保育園入所内定を行うなど、入所決 入所決定時期についてはその早期化を図るよう、自治体に対して認定こども園法の施行
定時期が早期化できるような工夫が必要。 通知（局長通知）において周知しており、引き続きの周知を図っていく。

《財政支援》
→問題点や課題を整理して対応を検討認定こども園に移行するためには事務的負

担、調理設備など負担は重いが、財政的な 認定こども園制度の推進に向け、具体的な問題点や課題を整理し、認定こども園に対す
メリットは特段ない。なんらかの財政面で る支援の在り方等について検討を行っていく。
の支援が必要ではないかとの声をよく聞
く。

認定こども園運用上の課題等の実態調査を実施し 、現在調査施設、保護者、地方公共団体に対する （本年３月）

ところ。結果をとりまとめている

当該調査結果等により把握した課題に対する改善方策等について、 ため、夏頃を目途に改善方策をとりまとめる

文部科学省及び厚生労働省 ５月１６日に局長級の検討体制を立ちあげた 直ちに取において、 ところ。なお、

する。り組める運用改善事項については、夏を待たずに速やかに実施


